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  TaxFlash Tax Indonesia / 2025年 2月 / 第 5号 

その他の価値を VATの課税標準として使用する取引に関する VAT規

則の調整と、一定の割合を使用した VAT税率の調整 
 

2024年末、政府は VAT税率を 12%に引き上げると発表しました。これにより、2025

年以降は課税対象物品・サービスの大半では実質 11%の VAT税率が適用されること

になりますが、一部の奢侈品に関しては 12%の VAT税率が課されます。一方、VAT

税の課税標準がその他の価値（Dasar Pengenaan Pajak、以下「DPP Nilai Lain」）とさ

れているもの、あるいは税率が一定額に決められているものについては、この新しい規

則の適用外となります。したがって、この区分に含まれる物品・サービスについては、

VAT税率が 12%に引き上げられる可能性があります。 

 

2025年 2月 4日、財務大臣は PMK-111 を発効し、本区分の商品・サービスに関し、

VATインボイス上は 12%と記載されるものの、「実効」VAT税率が 11%となるよう調整

しています。本規則は、2025年 1月 1日以降の取引について適用されることになりま

す。 

 

以下に、本区分に該当する商品・サービスの詳細と、本規則の下での VATの取扱いを

示します。 

 

1. DPP Nilai Lainの対象商品・サービス 

 

DPP Nilai Lain制度の下では、VATの課税標準は通常の課税標準、例えば小売価

格ではなく、別の一定の価値を課税標準としています。 

 

PMK-11では、従来の規定における DPP Nilai Lainの価値に 11/12を乗じて調整

し、現行の VAT税率 12%を掛けた結果、当初の DPP Nilai Lainに 11%の VAT税

率を適用したのと同等の VAT額となるように措置しています。以下は本規則の下

で、現行の 12%の VAT税率の課税ベースとなる「DPP Nilai Lain」の一覧です。 

 

商品・サービス DPP Nilai Lain 

自家使用または無償贈答品 売上原価(販売価格から粗利益を

控除した額)の 11/12 

映画作品 1映画作品あたりの平均収益の
11/12 

 
1 財務大臣規則 2025年第 11号（PMK-11）2025年 2月 4日公布・発効 
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商品・サービス DPP Nilai Lain 

法人清算時の販売目的外の残存在庫

または資産 
市場価格の 11/12 

仲介業者を経由した課税商品の引渡し 仲介業者と買い手の合意価格の
11/12 

競売人を経由した課税商品の引渡し 競売価格の 11/12 

販売目的外の資産の無償贈答 市場価格の 11/12 

VATインボイス上で人件費相当額が区

分表示される VAT課税受託業務 

委託サービス料のうち人件費部分

を除いた額の 11/12 

VATインボイス上で放送部分が別建て

請求される広告関連サービス 

広告サービス料のうち非広告放送

部分を除いた額の 11/12 

輸入映画作品 
1コピーあたり 1,200万ルピアの
11/12 

プリペイド携帯電話および SIMカード初期

パックに係る配送： 
 

✓ 通信事業者または一次販売店によ

る配送 
請求額の 11/12 

✓ 二次販売店から最終顧客への転売

による配送 
次の販売店への請求額の 11/12 

✓ 二次販売店による最終顧客への直

接配送 
販売価格の 11/12 

電力トークン販売店による電力トークン分

配に関する決済サービス 

以下の 11/12: 

• 手数料もしくは事務手数料、ま

たは  

• マージン(地方税および印紙税

を除く) 

• バウチャー利用によるマーケティングサ

ービス 

• バウチャー分配に係る決済サービス 

• 顧客向けロイヤリティ・ポイントプログラ

ムに関するサービス 

11/12 of: 

• 手数料・委託料 - 委託販売の

場合 

• マージン - 委託販売以外の場

合 

自由貿易地域（Free Trade Zone、以下

「FTZ」）の事業者が、同地域内で加工等を

行うことなく、非奢侈品または原材料を関

税地域内の他の地域（Tempat Lain di 

Dalam Daerah Pabean、以下「TLDDP」）

へ納品する取引 

関税等の課税価格算定基準額

(VATおよび奢侈品販売税

（Luxury-goods Sales Tax、以下

「LST」）を除く)の 11/12 

一時的に FTZへ搬出された非奢侈品で、

規定期限内に再搬入されなかったもの 
公正市場価格の 11/12 

一時的に TLDDPから FTZへ持ち込まれ

た非奢侈品で、期限内に持ち出されなかっ

たもの 

公正市場価格の 11/12 

政府指定事業者による非補助対象液化石

油ガス（Liquefied Petroleum Gas、以下

「LPG」）の納品 

小売価格の 0.825倍 

たばこ製品 小売価格の 9.9% 

農業分野向け特定の肥料:  

✓ 補助対象部分 VATを含む補助金額の 0.825倍 

✓ 非補助対象部分 小売価格の最高値の 0.825倍 

共同事業体（Joint Operation、以下「JO」）

メンバーから JOへの納品 

JO契約書に記載の各 JOの拠出

額の 11/12 
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2. 一定額の VAT税率が定められる物品・サービス 

 

この制度では、現行の VAT率に、指定されたパーセンテージ、または、一定額また

は「実効」 VAT 率になるような計算式を乗じます。この実効 VAT税率が課税標準に

課されて VAT額が決定されます。従来の規定では、一般に使用期間に応じて 2種

類の実効 VAT税率が定められ、2022年 4月 1日以降の期間では現行 11%、

2025年 1月 1日以降の期間では現行 12%に基づき、実効 VAT税率が算出され

ていました。 

 

PMK-11においては、この区分における従来の一定の割合または計算式に 11/12

を乗じて修正された値に、現行 12%の VAT税率を適用することで、結果として旧来

の 11%の現行税率を用いた場合と同等の実効 VAT税率が算出されるよう調整さ

れています。以下は本規制の下での関連する実効 VAT税率の一覧です。 

 

物品・サービスの種類 実効VAT税率 

配給業者または二次配給業者による特定の非補助対象

液化石油ガスの納品 
1.1/101.1 

特定農産物 1.1% 

中古自動車 1.1% 

宅配サービス 1.1% 

手数料制以外の旅行代理店業務または旅行パッケージ

の提供 
1.1% 

運賃を含む貨物取扱サービス 1.1% 

宗教目的地以外の場所への旅行を含む宗教旅行サービ

ス: 
 

✓ 宗教目的の部分と非宗教部分が区分可能な場合 
非宗教目的旅行部

分に対して1.1% 

✓ 宗教目的の部分と非宗教部分が区分不可能な場

合 

総売上価格に対して
0.55% 

手数料制・マージン制ではないサービス: 

• バウチャーを利用したマーケティングサービス 

• バウチャー配布に関する決済サービス 

• 顧客向けロイヤリティ・ポイントプログラムに係るサービ

ス 

1.1% 

債権者による買主への差押資産の納品 1.1% 

製造業者による自社製造の金製品の納品:  

✓ 他の製造業者またはトレーダー向け 1.1% 

✓ 最終消費者向け 1.65% 

トレーダーから他のトレーダーまたは最終消費者への金

製品の納品: 
 

✓ トレーダーが金製品を仕入れる際にVATインボイ

スを受領している場合 
1.1% 

✓ トレーダーが金製品を仕入れる際にVATインボイ

スを受領していない場合 
1.65% 

トレーダーから製造業者への金製品の納品 0% 

金製品製造業者またはトレーダーによる他の宝飾品の納

品 
1.1% 

金製品製造業者またはトレーダーによる関連サービスの

提供 
1.1% 

以下のサービス提供:  

✓ 保険代理店サービス 1.1% 

✓ 保険・再保険仲介サービス 2.2% 
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物品・サービスの種類 実効VAT税率 

自己建設活動 2.2% 

電子商取引VAT徴収事業者におけるクリプト資産

（Crypto Asset、以下「CA」）取引価値: 
 

✓ CA実物取引事業者の場合 0.11% 

✓ CA実物取引事業者ではない場合 0.22% 

CA採掘業者が受領するCAの価値 1.1% 

 
 

政府が負担する第 21条所得税に係る優遇措置 
 

2025年 2月 4日、財務大臣は PMK-10 2を発令し、2025年の経済対策の一環として、

一定の所得に対する政府負担の第 21条所得税に係る優遇措置ついて規定しました。 

 

PMK-10の主な内容は以下の通りです。 

 

優遇措置の種類と適用期間 

 

政府による第 21条所得税の負担は、2025年 1月から 12月の期間に対して適用され

る優遇措置です。 

 

対象と要件 

 

政府による第 21条所得税に係る優遇措置は、以下の要件を満たす特定の雇用主の

従業員のみに適用されます。 

a. 特定の雇用主： 

• 履物、繊維・衣服、家具、または革製品等の産業分野で事業活動を行う、および 

• PMK-10の付録 Aに列挙された事業分類（Klasifikasi Lapangan Usaha、以下

「KLU」）を有する 

b. 特定の従業員: 

• 特定の従業員の条件: 

✓ 納税番号（Nomor Pokok Wajib Pajak、以下「"NPWP」）および居住者 ID 番

号（Nomor Induk Kependudukan、NIK）が国税総局（Directorat General of 

Taxes、「DGT」）のシステムに連動している 

✓ 2025年 1月または 2025年入社月の現物給与を含む総給与収入（会社規

定または雇用契約に基づく）が 1,000万ルピア以下 

✓ 他の政府負担の第 21条所得税優遇措置を受給していない 

• 特定の非常勤従業員: 

✓ NPWPおよび・または NIKが DGTのシステムに連動している 

✓ 支給される賃金額が以下のいずれかに該当： 

o 日給・週給・出来高払いの場合、日額平均が 50万ルピア以下、または 

o 月給制の場合、1,000万ルピア以下 

✓ 他の政府負担の第 21条所得税優遇措置を受給していない 

 

運用 

 

PMK-10では、政府が負担する第 21条所得税は、通常雇用主が負担するか、または

税額控除として与えられるべきものであっても、従業員に直接支払われなければならな

いと定められています。この優遇措置により増額された手取り額は、課税対象所得とは

みなされません。  

 

 
2 財務大臣規則 2025年第 10号（PMK-10）2025年 2月 4日公布・発効 
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政府が負担する第 21条所得税によって過払いが生じた場合、その超過分は従業員に

対して還付されず、また雇用主に対しても相殺されません。 

 

また雇用主には、源泉徴収票の作成が義務付けられています。2025年 1月から 12月

までの第 21条月次所得税申告書の提出・修正申告は、2026年 1月 31日までに実施

されれば実現申告として取り扱われます。PMK-10では、この期限を過過した場合、雇

用主がこの優遇措置を受けられず、第 21条所得税を支払わなければならないと規定さ

れています。 

 

土地付き住宅および居住用ユニットに対する VAT優遇措置の延長 
 

2025年の税制優遇措置の一環として、政府は土地付き住宅および居住用ユニットに対

する VAT優遇措置を延長し、PMK-133を発令して 2025年 1月から 12月までの VAT

を適用対象とすることになりました。PMK-13で示された施策は、従前の PMK-74 およ

び PMK-615と同様の内容となっています。PMK-7に関する解説につきましては、

TaxFlash No.05/2024、 PMK-61に関する解説につきましては TaxFlash No.11/2024

をご参照ください。 

 

優遇措置の種類と適用期間 

 

対象不動産については、2025年 1月 1日から 6月 30日までに引き渡された物件は

VATの 100%、2025年 7月 1日から 12月 31日までの引き渡し物件は 50%が政府

により負担されます。 

 

対象と要件 

 

今回の VAT優遇措置が適用される土地付き住宅および居住用ユニットの条件は、従

来と同様に以下のとおりです。 

a. 販売価格の最高値が 5 億ルピアであること、および 

b. 新築の土地付き住宅および住宅ユニットであること： 

• 公共事業住宅省が提供する申請システムから住宅識別コードを取得し、このコ

ードを引渡の議事録（Berita Acara Serah Terima）および VAT インボイスに記

載すること 

• すぐに使用可能な状態でデベロッパーが直接提供するものであり、過去に引き

渡されたものではないこと 

 

従来の規則と同様に、この優遇措置は個人ごとに一度だけ一つの対象不動産に対して

使用することができます。以前に同様の不動産に対する VAT 優遇措置を利用したこと

がある個人も、PMK-13に基づいて別の対象不動産に対してこの優遇措置を利用する

ことが可能です。 

 

この PMK は、2025年 1月 1日より前に個人が戸建て住宅や住居ユニットを購入した

ものの、その取引をキャンセルした場合、当該個人は同じ戸建て住宅や住居ユニットに

対して PMK-13 の規定に基づく VAT 優遇措置を享受できないことも規定しています。

もし、その個人がキャンセルされた取引に対してこの優遇措置を利用した場合、規則に

はそのメカニズムが明記されていないものの、税務署は未払いの VAT を徴収すること

ができます。 

 
 

 
3 財務大臣規則 2025年第 13号（PMK-13）2025年 2月 4日公布・発効 
4 財務大臣規則 2024年第 7号（PMK-7）2024年 2月 13日公布・発効 
5 財務大臣規則 2024年第 61号（PMK-61）2024年 9月 19日公布・発効 

 

https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/japanese/2024/taxflash-2024-05-jpn.pdf
https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/japanese/2024/taxflash-2024-11-jpn.pdf
https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/japanese/2024/taxflash-2024-11-jpn.pdf


TaxFlash | Page 6 of 8 
 

運用 

 

本政府負担の VAT優遇措置の対象外の部分については、新たな付加価値税規則に

従い、VATインボイス上の取引コードが従来の 01から 04に変更されます。 

 

引渡し時期や支払期限など、その他売主側に課される行政要件は変更なく、従来通りと

なります。 

 

バッテリー式電気自動車への VAT優遇措置延長と低炭素排出車向け

LST優遇措置導入 
 

2025年 2月 4日、財務大臣は PMK-126を発令し、自動車に関する 2つの優遇措置を

設けました。PMK-12の主な内容は以下の通りです。 

 

1. 政府による特定のバッテリー式電気自動車（EV）の供給に対する VAT免除の延長 

 

優遇措置の種類と適用期間  

 

PMK-87 で規定されていた特定の EVの納品について、政府が VATを負担する優

遇措置が、2025年 1月から 12月まで延長されます。この優遇措置の内容は従前

と変わらず、対象 EVの引渡しにかかる VATについては通常の税率が適用されま

す。 

 

対象と要件 

 

政府が負担する VAT額の割合は、自動車の国内調達率（Tingkat Komponen 

Dalam Negeri、以下「TKDN」）により以下のように異なります。 

a) 4輪車および・またはバスで、TKDNが 40%以上の場合、販売価格の 10% 

b) バスで TKDNが 20%以上 40%未満の場合、販売価格の 5% 

 

優遇措置の対象となる EVは、産業省令で定められる車種リストに基づくことになり

ます。この優遇措置の適用を受けられるのは新規登録車両のみとなります。 

 

運用  

 

2025年 1月から 12月の期間に係る月次 VATの申告および修正申告は、遅くとも

2026年 1月 31日までに提出された場合、実現申告として取り扱われます。また、

PMK-12に規定されているその他の行政要件については、PMK-8と同様の内容と

なっています。 

 

2. 特定の低炭素排出車両（LCEVs）の納品に対する LST優遇措置 

 

優遇措置の種類と適用期間  

 

特定の低炭素排出車両 LCEVsの納品に対して支払うべき LSTは、GR-74によっ

て改正された GR-73で規定された LCEVsのグループに従い、該当する車両に適

用される LST税率に従います。ただし、支払うべき LSTの一部は、販売価格の 3%

分が政府によって負担されます。この優遇措置は 2025年 1月から 12月までの期

間に適用されます。 

 

対象と要件 

 
6 財務大臣規則 2025年第 12号（PMK-12）2025年 2月 4日公布・発効 
7 財務大臣規則 2024年第 8号（PMK-8）2024年 2月 15日公布・発効 
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PMK-12は、4輪乗用車の引渡しについて、次の条件および GR-748によって改正

された GR-739に規定された要件を満たす場合、課税対象事業者（Pengusaha 

Kena Pajak、以下「PKP」）に LST優遇が認められると規定しています。 

• フルハイブリッド車であること 

• マイルドハイブリッド車であること、および・または 

• プラグインハイブリッド車であること 

GR-73に関する解説につきましては、TaxFlash No.17/2019、GR-74に関す

る解説につきましては、TaxFlash No.12/2021にご参照ください。 

 

フルハイブリッド車などの 4輪 LCEVsを納品する企業と車両が要件を満たしている

ことは、産業大臣から発行される決定書をもって証明されます。産業大臣はこの決

定書を財務省に提出することになります。 

 

運用  

 

LECVsを納品する PKPに対し、PMK-12では以下が義務付けられています。 

a) 取引コード 01を記載した VATインボイスを作成すること、および 

b) 月次 VAT申告書に、遅くとも 2026年 1月 31日までに VATインボイスを記載

した上で実現申告を行うこと。また修正申告があれば併せて記載すること 

上記の要件を満たさない場合、DGTは「政府負担の LST」を徴収する権利を有しま

す。 

 

 
8 政府規則 2021年 74号（GR-74）2021年 7月 2日公布、2021年 10月 16日発効 
9 政府規則 2019年 73号（GR-73）2019年 10月 16日公布、2021年 10月 16日発効 

https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/japanese/2019/taxflash-2019-17-jpn.pdf
https://www.pwc.com/id/en/taxflash/assets/japanese/2021/taxflash-2021-12-jpn.pdf
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